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令和 7年 7月 

お客様各位 

三条信用金庫 

 

「さんしん投信インターネットサービス取扱規定」の改正について 

 

平素より三条信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。 

当金庫は、投信インターネットサービスにおいてシステム機能の追加および法改正対応により、以下の通り

取扱規定を改正いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

1. 改正する規定 

「さんしん投信インターネットサービス取扱規定」 

 

2. 改正日 

令和 7 年 8 月 25 日（月） 

 

3. 改正内容 

 お客様が操作されることにより任意のログイン ID への変更が可能になります。 

 お客様への郵便物が宛先不明で不着になった場合は、取引の安全性を確保するため、当金庫にて一部取引

を制限できるものとする旨、記載を追加します。 

 

詳細は以下、新旧対照表を参照お願いします。 

「さんしん投信インターネットサービス取扱規定」取扱規定 

新 旧 
第１章 さんしん投信インターネットサービス 

１．～７．（略） 

第２章 本人確認 

８．（ログインＩＤ） 

当金庫は、お客様が本サービスの申込の際に、お客様ご本人

を確認するための「ログインＩＤ（仮ＩＤ）」を記載した「投

信インターネットサービス仮ＩＤ発行通知書」を発行します。 

初回ログインに際して、それ以降お客様ご本人であることを

確認するための「ログインＩＤ」を端末からお客様自ら設定し

ていただくものとします。 

ただし、お客様がしんきんＩＢから本サービスへのシングル

サインオン機能をご利用の場合は、しんきんＩＢ利用規定に示

した契約者ＩＤを使用します。 

９．（ログインパスワード） 

お客様は、本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認する

ための「キーワード（仮ＩＤパスワード）」を当金庫所定の手

第１章 さんしん投信インターネットサービス 

１．～７．（同左） 

第２章 本人確認 

８．（ログインＩＤ） 

当金庫は、お客様が本サービスの申込の際に、お客様ご本人を

確認するための「ログインＩＤ（仮ＩＤ）」を記載した「投信イ

ンターネットサービス仮ＩＤ発行通知書」を発行します。 

初回ログインに際して、それ以降お客様ご本人であることを確

認するための「ログインＩＤ」を端末から発行します。 

ただし、お客様がしんきんＩＢから本サービスへのシングルサ

インオン機能をご利用の場合は、しんきんＩＢ利用規定に示した

契約者ＩＤを使用します。 

 

９．（ログインパスワード） 

お客様は、本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認する

ための「キーワード（仮ＩＤパスワード）」を当金庫所定の手続

https://www.shinkin.co.jp/sanshin/assets/media/pdf/important/important_20250729_001_kitei.pdf
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「さんしん投信インターネットサービス取扱規定」取扱規定 

新 旧 
続きにより届け出るものとします。 

初回ログインに際して、お客様ご本人であることを確認するた

めの「ログインパスワード」を端末からお客様自ら設定してい

ただくものとします。 

10．～13．（略） 

 

 

第３章 取引の依頼 

（略） 

 

第４章 サービスの解約等 

36．（お客様からの解約） 

（略） 

37．（当金庫からの解約等） 

(1)～(5) 

（略） 

(6) お客様が、住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫にお

いてお客様の所在が不明となった場合 

(7) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 

 

第５章 雑則 

38．（規定等の準用） 

（略） 

39.（届出事項の変更等） 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住

所その他の届出事項に変更があったときは、投信取引約款等に

基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店

宛に届け出るものとします。 

また、この届出を完了した後でなければ、本サービスの利用

はできません。当金庫が届出のあった氏名または名称、住所に

あてて通知または送付書類等を発送したにもかかわらず、お客

様が住所変更等の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由

により、延着もしくは不着となった場合、届出が完了するまで

の間、当金庫はお客様に通知することなく取引を制限できるも

のとします。 

この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負い

ません。 

40.～44.  

（略） 

（２０２５年８月改訂） 

以 上 

きにより届け出るものとします。 

初回ログインに際して、お客様ご本人であることを確認するた

めの「ログインパスワード」を端末から発行します。なお、お客

様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワー

ドを変更するものとします。 

10．～13．（同左） 

 

第３章 取引の依頼 

（同左） 

 

第４章 サービスの解約等 

36．（お客様からの解約） 

（同左） 

37．（当金庫からの解約等） 

(1)～(5) 

（同左） 

（追加） 

 

(6) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 

 

第５章 雑則 

38．（規定等の準用） 

（同左） 

39.（届出事項の変更等） 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住

所その他の届出事項に変更があったときは、投信取引約款等に基

づきお客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に

届け出るものとします。 

(追加) 

 

 

 

 

この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

40. ～44． 

（同左） 

 

 

（２０２４年１０月改訂） 

以 上 

 

以上 


